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ヒ
ト
ツ
ヤ
ナ
ギ
ド
ノ
オ
ア
ヅ
ケ

λ
キ

一

柳
殿
御

預
之
記

一
加
。
寛
文
五
年
七
且
廿
八
日
裂
附
か
ら

加
到
滞
更
に
一
柳
段
物
を
御
預
と
す
る
こ
と
を
告
げ

ら
れ
、
型
日
制
叶
定
所
へ
人
数
を
出
促
せ
し
め
て
読
取

っ
て
来
た
始
末
を
詳
記
す
る
。

ヒ
ト
ワ
ヤ
ナ
ギ
ナ
ホ
オ
キ
一

柳
直
曲
目

伊
抽
出
回

傑
城
主
。
辺
都
民
物
。
融
二
関
五
千
石
。
見
文
近
年

七
且
什
九
日
持
を
得
て
封
を
除
か
れ
、
加
制
は
出
仰
に
禁

鋼
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
時
に
年
四
十

一
。
滞
浅
引
政
右

目
寸
を
税
附
の
併
定
所
に
越
は
し
て
直
朗
(
を
釦
し
、
十

且
金
慨
に
移
し
、
郊
外
出
山
間
村
に
方
百
聞
の
地
を
選

ぴ
て
日
開
聞
を
仰

へ
、
盟
援
を
迦
ら
し
、
彼
射
を
設
け
、

門
銅
を
川
闘
に
し
た
。
し
か
も
附
山
綱
紀
は
第
め
て
之

を
阿
国
辿
し
、
耐
僚
の
従
臣
数
人
を
併
せ
し
め
、
直
聞
(

に
併
万
を
消
し
、
引
人
扶
符
を
皿
(
へ
、
定
香
川
内
組
の

士
を
し
て
怒
術
に
泊
。
、
町
奉
行
に
物
資
を
供
給
せ

し
め
、
密
答
申
元
に
亦
物
を
畑
山
っ
て
問
一利
す
る
加
あ

っ
た
。
後
綱
紀
肱
掠
附
に
直
刷
(
を
数
さ
れ
ん
こ
と
を

周
旋
し
た
が
、
叶
二
年
の
後
以
目下
三
年
六
且
日
六
日

初
め
て
併
般
の
命
を
得
た
。
綱
紀
乃
ち
間
老
に
説
。
、

直
興
に
滞
内
悩
訟
の
加
に
居
る
を
得
し
め
、
そ
の
従

者
は
男
女
共
に
使
役
す
る
を
僻

べ
〈
、
又
子
女
の
生

ま
れ
る
こ
と
あ
る
も
、
政
へ
て
附
は
ざ
る
こ
と
に
し

た
。
夜
間
(
大
に
悦
び
、
後
城
に
程
。
綱
紀
に
制
し
て

恩
を
加
し
た
が
、
同
に
齢
飢
に
耳
阪
を
組
え
、
限
も

亦
明
を
失
し
て
全
く
見
る
を
削
情
な
か
っ
た
。
元
職
十

五
前十八且一一一
日
七
十
八
戯
を
以
て
波
。
綱
紀
之
を
野

田
山
に
抑
ら
し
め
、
治
回
数
人
に
臓
を
臨
(
へ
た
。

ヒ
ト
ト
一

青

J
Y
ト
ド

一
背。

ヒ
ト
ト
リ
ダ
キ
人
取
糠
河
北
郡
由
児
山
の
前

山
な
る
中

J

平
山
の
商
館
か
ら
流
れ
出
る
凶
，
防
川
に

懸
る
部
布
。

ヒ
ト
ミ
ダ
ダ
サ
ダ

人

見

忠
貞
油
取
栄
次
郎

ヒ
ト

ヒ
ト
モ
チ
グ
Z

人
持
組

加
到
務
に
於
い
て
八

家
に
次
ぐ
商
品帆
の
士
の
邸
す
る
組
を
い
う
た
。
一二箆

記
前
凶
利
家
が
文
総
三
年
十

一
且
金
制
仰
に
下
り
、
四

年
正
且
諮
士
の
到
印
刷
を
焚
け
る
侠
に
、
=
一
千
石
よ
り

山
肌
安
山
岩
。

ヒ
ト
モ
シ
ヤ
マ

火
燈
山

H
H
ポ
ン
能
安
部
三

坂
に
凶
し
、

一
名
制
刷
γ
紙
、
お
さ
四
入
一
米
、
地

随
行
英
組
問
岩
。
能
美
名
制
芯
に
、
『
火山岡
山
は
三

坂
村
の
山
也
。
相
附
ヶ
獄
と
も
い
ふ
。
此
山
は
二
凶

の
城
山
に
地
び
た
る
高
山
也
。
二
山
城
よ
り
小
松
御

幸
城
の
味
方
の
方
へ
、
相
闘
の
狼
姻
を
あ
げ
た
る
鎚

な
る
熊
山
の
名
と
す
。
小
松
よ
り
卯
の
方
に
惜
九
。。

一
設
に
は
川
端
津
♂
獄
と
も
い
」
。
是
は

小
松
の
城
主

丹
羽
加
到
守
と
鈴
木
出
品
明
司
と
の
合
戦
の
日、

此
山

の
領
へ
鈴
木
方
よ

o
m山
火
を
俄
き
た
り
し
よ
り
、
火

と
も
し
山
と
い
ひ
似
へ
た
。
。』
と
あ
る
が
、
丹
羽

長
一監
の
小
松
城
主
と
鈴
木
出
匁
と
は
時
代
が

一
致
せ

ぬ
。

吉
左
衛
門
。
父
忠
左
衛
門
忠
永
の
也
知
三
百
石
を
裂

い
で
大
小
将
に
斑
じ
、
見
放
四
年
同
番
顕
よ
り
次
第

に
昇
進
し
て
定
番
町
御
近
刑
制
御
用
辿
に
京
り、

文

化
七
年
三
百
石
、
文
政
近
年
二
百
石
を
加
へ

、
間
年

七
且
十
四
日
捜
し
た
。

ヒ
ト
ミ
ダ
ン
ゴ

人
身
国
子

羽
咋
郡
北
川
尻
の

諏
前
副
抑
制
で
は
、
今
九
且
甘
七
日
秩
季
祭
を
執
行
す

る
が
、
そ
の
前
夜
航
米
の
鈍
餅
を
製
し
て
各
戸
一
重

犯
之
を
供
へ
、
僻
し
て
人
身
幽
子
と
い
ふ
。

ヒ
ト
ミ
ヘ
イ
ベ
エ
人
見
平
兵
衛
初
め
て
前
悶

利
郎
に
仕
へ

、
そ
の
子
十
共
衡
は
品
開
加
府
北
ハ
三
百
石

に
uhto
、
正
徳
四
年
授
。

子
一
係
滞
に
附
裂
す
る
。

ヒ
ト
モ
シ
ヤ

マ

火

燈
山

江
泊
加
の
市
出
越
前

と
の
聞
に
在
っ
て
、
ロ
士
対
岳
の
市
に
約
〈
。
又
ク

ワ
ト
ウ
F
Y
と
も
い
ふ

o
mさ
九

O
一
米
。
地
質
靴

下
人
持
五
十
匹
犯
の
御
穂
銭
と
あ
る
の
が
初
見
で
、

一
年
同
川
中
と
人
持
と
出
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
次
い
で
沈

監
長
十
六
年
利
長
の
也
被
中
に
も
そ
の
名
が
あ
る
。

一
文
元
年
綱
紀
入
凶
の
時
代
の
組
闘
は
、
本
多
安
隠
政

人
持
と
は
多
数
の
従
闘
を
有
す
る
話
か
ら
起
ふ
り
、
業

一
長
・
長
九
郎
左
衛
門
辿
矧
・
杭
山
左
却
門
忠
次
・前
川

よ
り
武
功
あ
る
者
を
高
知
で
召
抱
へ
た
の
で
、
利
治

一
割
府
孝
貞
・奥
村
伊
抽
出
州
出
荷
・奥
村
凶
師
脱
税
で
、

一

は
常
に
雌
々
の
者
共
と
呼
ん
で
ゐ
た
。
従
う
て
こ
の

一
組
一
人
宛
と
な
っ
た
が
、
点
目
下
=
一
年
十

一
且
に
は
本

組
の
士
は
少
般
か
ら
昇
逃
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

一
多
安
房
政
長
・
前
閃
佐
渡
孝
貞
・
奥
村
山
同
岐
府
羽
・奥
，

の
で
あ
る
。
然
る
に
綱
紀
の
筒
、
資
氷
六
年
入
且
十

一
村
伊
抽
出
時
成

・
前
旧
制
後
直
佐
長
九
郎
左
術
門
向

九
日
米
弁
縁
部
・
藤
町
内
時
間
允
を
平
士
か
ら
人
持
組

一
一辿
・杭
山
左
衛
門
英
胞
を

七
手
組
の

mと
し
、
元
総

に
育
問
す
る
に
及
び
、
初
め
て
古
桁
が
銭
じ
た
。
滞

一
二
年
前
川
直
佐
波
し
て
三
年
村
弁
出
主
縦
長
之
に
代

末
で
は
人
持
組
に
組
せ
ら
れ
る
士
七
十
家
を
教
へ

、

一
b
、
十
四
年
七
万
九
日
に
は
木
多
全
般
政
敏
・
長
叩

知
行
は
一
斑
四
千
石
の
今
枝
氏
以
下
千
石
ま
で
あ
っ

一
姿
守
何
辿
・
杭
山
左
衛
門
英
昨
日
・
前
附
射
路
孝
行
・村

た
o
し
か
し
千
石
以
上
を
受
け
る
者
が
凡
べ
て
人
持

一
労
出
窓
縦
長
・奥
村
資
岐
悲
削
奥
村
伊
抽
出
有
剖
が
一則

組
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
人
持
の
中
か
ら
家
老

・
若

一
と
な
っ
た
o
組
則
一
人
に
は
入
持
制
各
一
組
と
御
先

年
訴
が
拠
任
せ
ら
れ
、
又
小
松
城
代

・
問
中
校
方
御
用

一
手
物
聞
の
事
ゐ
る
弓

一
組
・間
二
組
が
邸
す
る
o

中
心
附
・
勝
手
方
御
用
中
心
附
・小
松
城
容
・御
寺
方
名
代
・
一

ヒ
ト
モ
チ
グ

Z
ユ
ラ
イ

人
持
組
由
来

一
加
。

江
戸
御
留
守
屑
・寺
社
奉
行
・御
奏
者
番
・大
税
目
・出

一
文
化
六
年
前
川
宗
洲
一
者
。
滞
陸
中
の
一
附
総
た
る
入

銀
器
行
・
定
火
消
・詰
所
前
取
火
泊
の
職
に
就
き
、
御

一
持
組
の
か

nmに
闘
す
る
考
及
び
そ
の
沿
革
を
犯
し
た

算
用
揚
奉
行
・御
近
習
御
用
・魚
律
在
住
・
今
石
動
氷

一
も
の
で
あ
る
。

見
城
間
支
配
等
は
年
士
と
混
じ
て
任
用
せ
ら
れ
た
。

一

ヒ
ト
モ
チ
ゼ
ン
ロ
ク

人
持
前
銭
一
加
。

加
犯

人
持
の
組
数
は
、
見
永
か
ら
天
和
ま
で
六
組
で
あ
っ

一
滞
年
計
中
叙
恨
の
附
次
、
昇
任
の
年
且
日
を
載
せ
、

た
が
、
貞
享
三
年
以
降
七
組
に
編
成
せ
ら
れ
た
。

一
次
に
年
野
中
附
加
刊
の
次
第
、
及
び
家
老
・世
相
年
前

ヒ
ト
モ
チ
ク

Z
ガ
シ
ラ
人
持
組
頭

人
持
組
町
一
寺
枇
奉
行
・公
準
掛
奉
行
・魚
津
今
石
動
各
在
住
、
小

の
初
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
敵
三
年
阪
に
人
持
の
名

一
松
城
番
・火
的
役
寺
一
批
判川
取
火
消
等
、
人
持
組
の
士

が
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
聞
も
あ
っ
た
筈
で

一
か
ら
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
崎
務
に
拝
命
し
た
も
の
h

あ
る

o
X
下
製
老
談
に
よ
れ
ば
、
見
永
四
年
の
士
帳

一
年
且
日
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

に
人
持
組
と
見
ら
れ
る
も
の
が
六
組
あ
っ
て
、

一
番
一

ヒ
ト
モ
チ
バ
ツ
セ
キ

人
持
末
席

底
列
は
人
持

本
多
安
房
守
政
重
・
跡
谷
信
抽
出
守
守
孝
、
二
番
杭
山

一
組
に
同
じ
〈
、
入
持
の
商
々
に
し
て
跡
目
を
卸
売
u
、

山
城
守
長
知
・
富
田
越
後
守
軍
政
、
三
番
奥
村
河
内

一
未
だ
座
列
の
慌
を
仰
出
さ
れ
ぬ
門
に
、
此
の
加
に
列

守
祭
政
(
討
川
島
主
防
助
努
直
が
去
年
死
ん
で
ま
だ
そ

一
し
た
。
叉
人
符
幼
少
に
し
て
前
代
の
辿
知
三
の
一
を

の
代
り
を
任
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
ou
、
四

一
一
給
せ
ら
れ
て
ゐ
る
闘
の
少
知
の
而
々
も
此
の
列
で
あ

番
村
井
飛
廓
長
光

・
山
崎
長
門
光
式
、
五
番
長
九
郎
一

ーり
、
御
家
老
の
嫡
子
が
召
出
さ
れ
て
新
知
千
石
を
賜

左
衛
門
辿
駅

・
笛
田
下
総
直
吉
、
六
番
前
阻
左
兵
衛

一
ふ
問
に
も
同
じ
く
此
の
前
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
少
知
で

直
正

・
附
岳
山
川
中
一

元
の
二
人
宛
が
組
問
で
あ
り
、

一
末
席
に
列
し
た
お
に
こ
の
稿
脱
が
起
っ
た
の
で
あ
ら

七
O 


